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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のゲート信号線、複数のソース信号線、これらゲート信号線とソース信号線との各
交差部近傍に配置され、スイッチング動作の制御端子が前記ゲート信号線に接続された第
１のスイッチング手段、および第１のスイッチング手段を介して前記ソース信号線と接続
された画素電極を有し、前記複数のソース信号線に表示データ信号を供給するソース信号
線駆動回路が設けられている第１の表示手段と、
　複数のゲート信号線、複数のソース信号線、これらゲート信号線とソース信号線との各
交差部近傍に配置され、スイッチング動作の制御端子が前記ゲート信号線に接続された第
１のスイッチング手段、および第１のスイッチング手段を介して前記ソース信号線と接続
された画素電極を有する第２の表示手段と、
　第１の表示手段の各一本のソース信号線と第２の表示手段のそれぞれ対応する複数本の
ソース信号線との接続をオン／オフするよう設けられた第２のスイッチング手段と、
　第１の表示手段における各１本のソース信号線の表示データ信号を、このソース信号線
に対応する、第２の表示手段における各複数本のソース信号線に対して順次時分割で切り
替えて供給する時分割駆動手段とを備え、
　第１の表示手段のソース信号駆動回路を第２の表示手段に共用することを特徴とする表
示装置。
【請求項２】
　第１の表示手段と第２の表示手段との画素数は第１の表示手段よりも第２の表示手段の
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方が多いことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　第１の表示手段と第２の表示手段とは第１の筐体部に対して第２の筐体部を開閉可能な
装置に設けられ、第１の表示手段は、第１の筐体部に対して第２の筐体部を閉じた折畳状
態における第１または第２の筐体部の外面側に表示面を配して設けられ、第２の表示手段
は、前記折畳状態における第１または第２の筐体部の内面側に表示面を配して設けられて
いることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　第２のスイッチング手段が前記時分割駆動手段を兼ねていることを特徴とする請求項１
に記載の表示装置。
【請求項５】
　第２のスイッチング手段は、第１の表示手段が表示動作を行い、第２の表示手段が表示
動作を停止する場合に、導通のオフ動作を行うことを特徴とする請求項１に記載の表示装
置。
【請求項６】
　複数のゲート信号線、複数のソース信号線、これらゲート信号線とソース信号線との各
交差部近傍に配置され、スイッチング動作の制御端子が前記ゲート信号線に接続された第
１のスイッチング手段、および第１のスイッチング手段を介して前記ソース信号線と接続
された画素電極を有する第１の表示手段と、
　複数のゲート信号線、複数のソース信号線、これらゲート信号線とソース信号線との各
交差部近傍に配置され、スイッチング動作の制御端子が前記ゲート信号線に接続された第
１のスイッチング手段、および第１のスイッチング手段を介して前記ソース信号線と接続
された画素電極を有する第２の表示手段とを備えた表示装置の駆動方法において、
　第１の表示手段における各１本のソース信号線に対して第２の表示手段における複数本
のソース信号線が対応しており、第２の表示手段が表示動作を行う場合には、第１の表示
手段における１本のソース信号線の表示データ信号を、このソース信号線に対応する、第
２の表示手段における複数本のソース信号線に対して順次時分割で切り替えて供給し、第
１の表示手段が表示動作を行い、第２の表示手段が表示動作を停止する場合には、第１の
表示手段のソース線からの表示データ信号が第２の表示手段におけるソース信号線に供給
されないようにしたことを特徴とする表示装置の駆動方法。
【請求項７】
　第１の表示手段と第２の表示手段との画素数は第１の表示手段よりも第２の表示手段の
方が多いことを特徴とする請求項６に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項８】
　第１の表示手段と第２の表示手段とは第１の筐体部に対して第２の筐体部を開閉可能な
装置に設けられ、第１の表示手段は、第１の筐体部に対して第２の筐体部を閉じた折畳状
態における第１または第２の筐体部の外面側に表示面を配して設けられ、第２の表示手段
は、前記折畳状態における第１または第２の筐体部の内面側に表示面を配して設けられて
いることを特徴とする請求項６に記載の表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アクティブマトリクス型の複数の表示パネルを備えた液晶表示装置等の表示
装置およびその駆動方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えば携帯装置、特に折畳式の携帯電話機には、２枚の表示パネルからなるいわ
ゆるツインパネルが多用されている。図１１には、その一例としてメインパネル５８２と
サブパネル５８３とからなるツインパネル５８１の回路図を示す。
【０００３】
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　メインパネル５８２は、基板上に薄膜トランジスタ（ＴＦＴ:Thin Film Transistor）
５９２が設けられたＴＦＴ基板５８４と、このＴＦＴ基板５８４に対向する対向基板５８
５と、ＴＦＴ基板５８４と対向基板５８５との間に挟まれる表示媒体としての液晶層（Ｌ
Ｃ）５９４とを含んでいる。
【０００４】
　ＴＦＴ基板５８４上には、複数のゲートバスライン５８８と複数のソースバスライン５
８９とが設けられている。このゲートバスライン５８８とソースバスライン５８９との交
差部の近傍に、ＴＦＴ５９２が配置されている。このＴＦＴ５９２は、ゲートがゲートバ
スライン５８８に接続され、ソースがソースバスライン５８９に接続されるとともに、ド
レインが画素電極に接続されている。そして、この画素電極と、対向基板５８５に設けら
れた対向電極（ＣＯＭ）５９３との間で、画素としてのＬＣ５９４に電圧を印加する。こ
れを各ＴＦＴ５９２において行うことによって、画像を表示する。
【０００５】
　また、メインパネル５８２には、さらにゲートドライバ５９０とソースドライバ５９１
とが備えられている。ゲートドライバ５９０からの引き出し線がゲートバスライン５８８
に接続され、ソースドライバ５９１からの引き出し線がソースバスライン５８９に接続さ
れている。そして、ゲートドライバ５９０、ソースドライバ５９１から、それぞれのバス
ラインに、ゲート信号電圧、表示データ信号が印加される。
【０００６】
　一方、サブパネル５８３は、基板上に薄膜トランジスタ５９２が設けられたＴＦＴ基板
５８６と、このＴＦＴ基板５８６に対向する対向基板５８７と、ＴＦＴ基板５８６と対向
基板５８７との間に挟まれる表示媒体としての液晶層（ＬＣ）５９４とを含んでいる。
【０００７】
　このサブパネル５８３は、図示しないＦＰＣ(Flexible Printed Circuits)を介してメ
インパネル５８２と接続されている。これによって、メインパネル５８２のゲートドライ
バ５９０およびソースドライバ５９１から、メインパネル５８２内の配線とＦＰＣ(Flexi
ble Printed Circuits)とを介して、サブパネル５８３の各バスラインに、ゲート信号電
圧または表示データ信号が印加される。
【０００８】
　ＴＦＴ基板５８６上には、複数のゲートバスライン５８８と複数のソースバスライン５
８９とが設けられている。このゲートバスライン５８８とソースバスライン５８９との交
差部の近傍に、ＴＦＴ５９２が配置されている。このＴＦＴ５９２は、ゲートがゲートバ
スライン５８８に接続され、ソースがソースバスライン５８９に接続されるとともに、ド
レインが画素電極に接続されている。そして、この画素電極と、対向基板５８７に設けら
れた対向電極（ＣＯＭ）５９３との間で、画素としてのＬＣ５９４に電圧を印加する。こ
れを各ＴＦＴ５９２において行うことによって、画像を表示する。これによって、メイン
パネル５８２またはサブパネル５８３において、画像を表示することができる。
【０００９】
　ツインパネルを備えた具体的な装置を開示する従来文献としては、例えば、特開２００
１－０６７０４９（第１従来技術）、特開２００１－２８２１４５（第２従来技術）およ
び特開２００３－１３１２５０（第３従来技術）がある。
【００１０】
　第１従来技術には、第１液晶表示部（第１液晶表示装置）と第２液晶表示部（第２液晶
表示装置）とからなるツインパネルを備えた折畳式の移動通信端末機が開示されている。
この移動通信端末機では、本体部に対してカバー部（フォルダカバー）を開閉可能であり
、第１液晶表示部がカバー部の内面（折り畳まれた状態における内面）に設けられ、第２
液晶表示部がカバー部の外面（折り畳まれた状態における外面）に設けられている。第１
および第２液晶表示部は、１個のドライバによって駆動され、このドライバは第１液晶表
示部側に設けられている。即ち、ドライバからの出力は第１液晶表示部を介して第２液晶
部に入力される。第２液晶表示部は第１液晶表示部よりも表示面積が小さく（特許文献１
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の図４、図５参照）、第２液晶表示部には時刻の他、概略的な情報が表示され、第１液晶
表示部には多様な情報が表示される。また、カバー部が閉じた状態では第２液晶表示部の
みによる表示が行われ、カバー部が開いた状態では第１液晶表示部のみによる表示が行わ
れる。
【００１１】
　第２従来技術には、第１従来技術と同様に、第１液晶表示部（内側液晶表示部）と第２
液晶表示部（外側液晶表示部）とからなるツインパネルを備えた折畳式の携帯電話機が開
示されている。この携帯電話機は、本体部（下部筐体）に対してカバー部（上部筐体）を
開閉可能であり、第１液晶表示部がカバー部の内面（折り畳まれた状態における内面）に
設けられ、第２液晶表示部がカバー部の外面（折り畳まれた状態における外面）に設けら
れている。第１および第２液晶表示部は、１個のドライバによって駆動され、このドライ
バは第１液晶表示部側に設けられている。即ち、ドライバからの出力は第１液晶表示部を
介して第２液晶表示部に入力される。第２液晶表示部は第１液晶表示部よりも表示面積が
小さくなっている（特許文献２の図３、図４参照）。また、カバー部が閉じた状態では第
２液晶表示部のみによる表示が行われ、カバー部が開いた状態では第１液晶表示部のみに
よる表示が行われる。
【００１２】
　第３従来技術には、第１従来技術と同様に、第１液晶表示部（ＬＣＤ）と第２液晶表示
部（ＬＣＤ）とからなるツインパネルを備えた折畳式の携帯電話機が開示されている。こ
の携帯電話機では、本体部に対してカバー部（蓋）を開閉可能であり、第１液晶表示部が
カバー部の内面（折り畳まれた状態における内面）に設けられ、第２液晶表示部がカバー
部の外面（折り畳まれた状態における外面）に設けられている。第１および第２液晶表示
部は、１個のドライバによって駆動され、このドライバは第１液晶表示部側に設けられて
いる。即ち、ドライバからの出力は第１液晶表示部を介して第２液晶部に入力される。第
２液晶表示部は第１液晶表示部よりも表示面積が小さく（特許文献３の図１、図１０参照
）、第２液晶表示部には着信があったことや年月日等の簡単な情報が表示され、第１液晶
表示部には主要な情報が表示される。
【特許文献１】特開２００１－０６７０４９（平成１３年０３月１６日公開）
【特許文献２】特開２００１－２８２１４５（平成１３年１０月１２日公開）
【特許文献３】特開２００３－１３１２５０（平成１５年０５月０８日公開）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上記のように、ツインパネルからなる表示装置は、携帯電話機などの携帯装置に多用さ
れており、低消費電力化が要求されている。しかしながら、上記従来の装置での低消費電
力化は、十分な対策が取られておらず、不十分である。
【００１４】
　したがって、本発明は、十分な低消費電力化が可能な液晶表示装置およびその駆動方法
の提供を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の表示装置は、複数のゲート信号線、複数のソース信号線、これらゲート信号線
とソース信号線との各交差部近傍に配置され、スイッチング動作の制御端子が前記ゲート
信号線に接続された第１のスイッチング手段、および第１のスイッチング手段を介して前
記ソース信号線と接続された画素電極を有し、前記複数のソース信号線に表示データ信号
を供給するソース信号線駆動回路が設けられている第１の表示手段と、複数のゲート信号
線、複数のソース信号線、これらゲート信号線とソース信号線との各交差部近傍に配置さ
れ、スイッチング動作の制御端子が前記ゲート信号線に接続された第１のスイッチング手
段、および第１のスイッチング手段を介して前記ソース信号線と接続された画素電極を有
する第２の表示手段と、第１の表示手段の各一本のソース信号線と第２の表示手段のそれ
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ぞれ対応する複数本のソース信号線との接続をオン／オフするよう設けられた第２のスイ
ッチング手段と、第１の表示手段における各１本のソース信号線の表示データ信号を、こ
のソース信号線に対応する、第２の表示手段における各複数本のソース信号線に対して順
次時分割で切り替えて供給する時分割駆動手段とを備え、第１の表示手段のソース信号駆
動回路を第２の表示手段に共用することを特徴としている。
【００１６】
　また、本発明の表示装置の駆動方法は、複数のゲート信号線、複数のソース信号線、こ
れらゲート信号線とソース信号線との各交差部近傍に配置され、スイッチング動作の制御
端子が前記ゲート信号線に接続された第１のスイッチング手段、および第１のスイッチン
グ手段を介して前記ソース信号線と接続された画素電極を有する第１の表示手段と、複数
のゲート信号線、複数のソース信号線、これらゲート信号線とソース信号線との各交差部
近傍に配置され、スイッチング動作の制御端子が前記ゲート信号線に接続された第１のス
イッチング手段、および第１のスイッチング手段を介して前記ソース信号線と接続された
画素電極を有する第２の表示手段とを備えた表示装置の駆動方法において、第１の表示手
段における各１本のソース信号線に対して第２の表示手段における複数本のソース信号線
が対応しており、第２の表示手段が表示動作を行う場合には、第１の表示手段における１
本のソース信号線の表示データ信号を、このソース信号線に対応する、第２の表示手段に
おける複数本のソース信号線に対して順次時分割で切り替えて供給し、第１の表示手段が
表示動作を行い、第２の表示手段が表示動作を停止する場合には、第１の表示手段のソー
ス線からの表示データ信号が第２の表示手段におけるソース信号線に供給されないように
したことを特徴としている。
【００１７】
　上記の構成によれば、第１の表示手段が表示動作を行い、第２の表示手段が表示動作を
停止する場合には、第２の表示手段を第１の表示手段から切り離すことができる。これに
より、第２の表示手段が接続されることによって生じる電気的負荷が軽減され、消費電力
を低減することができる。
【００１８】
　また、表示データ信号は、相対的に表示頻度が高い第１の表示手段のソース信号線を介
して相対的に表示頻度が低い第２の表示手段のソース信号線に供給される。したがって、
表示装置の使用状態において、第１の表示手段のソース信号線に対して第２の表示手段の
ソース信号線が接続されている時間が短くなり、消費電力の低減を促進することができる
。
【００１９】
　上記の表示装置において、第１の表示手段と第２の表示手段との画素数は第１の表示手
段よりも第２の表示手段の方が多い構成としてもよい。
【００２０】
　また、上記の表示装置の駆動方法において、第１の表示手段と第２の表示手段との画素
数は第１の表示手段よりも第２の表示手段の方が多い構成としてもよい。
【００２１】
　上記の構成によれば、相対的に画素数が少ない、即ち解像度が小さい第１の表示手段、
および相対的に画素数が多い、即ち解像度が高い第２の表示手段を備えた構成では、通常
、相対的に画素数が少ない第１の表示手段の方が表示頻度の高い表示用途に使用される。
したがって、消費電力を低減する上で好適な構成となる。
【００２２】
　上記の表示装置において、第１の表示手段と第２の表示手段とは第１の筐体部に対して
第２の筐体部を開閉可能な装置に設けられ、第１の表示手段は、第１の筐体部に対して第
２の筐体部を閉じた折畳状態における第１または第２の筐体部の外面側に表示面を配して
設けられ、第２の表示手段は、前記折畳状態における第１または第２の筐体部の内面側に
表示面を配して設けられている構成としてもよい。
【００２３】
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　また、上記の表示装置の駆動方法の駆動方法において、第１の表示手段と第２の表示手
段とは第１の筐体部に対して第２の筐体部を開閉可能な装置に設けられ、第１の表示手段
は、第１の筐体部に対して第２の筐体部を閉じた折畳状態における第１または第２の筐体
部の外面側に表示面を配して設けられ、第２の表示手段は、前記折畳状態における第１ま
たは第２の筐体部の内面側に表示面を配して設けられている構成としてもよい。
【００２４】
　上記の構成によれば、表示装置を備え、第１の筐体部に対して第２の筐体部を開閉可能
な装置においては、表示装置の使用状態において、第１の筐体部に対して第２の筐体部を
閉じた折畳状態となる頻度が高くなる。したがって、第１の表示手段が折畳状態における
第１または第２の筐体部の外面側に表示面を配して設けられ、第２の表示手段が折畳状態
における第１または第２の筐体部の内面側に表示面を配して設けられている構成は、消費
電力を低減する上で好適である。
【００２５】
　上記の表示装置は、第２のスイッチング手段が前記時分割駆動手段を兼ねている構成と
してもよい。
【００２６】
　上記の構成によれば、必要なスイッチング手段の数を少なくして、部品点数を減少させ
、構成の簡略化と低コスト化を図ることができる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明の表示装置は、ソース信号線駆動回路が設けられている第１の表示手段と、第２
の表示手段と、第１の表示手段の各一本のソース信号線と第２の表示手段のそれぞれ対応
する複数本のソース信号線との接続をオン／オフするよう設けられた第２のスイッチング
手段と、第１の表示手段における各１本のソース信号線の表示データ信号を、このソース
信号線に対応する、第２の表示手段における各複数本のソース信号線に対して順次時分割
で切り替えて供給する時分割駆動手段とを備えている構成である。
【００２８】
　また、本発明の表示装置の駆動方法は、第１の表示手段と第２の表示手段とを備えた表
示装置の駆動方法において、第１の表示手段における各１本のソース信号線に対して第２
の表示手段における複数本のソース信号線が対応しており、第２の表示手段が表示動作を
行う場合には、第１の表示手段における１本のソース信号線の表示データ信号を、このソ
ース信号線に対応する、第２の表示手段における複数本のソース信号線に対して順次時分
割で切り替えて供給し、第１の表示手段が表示動作を行い、第２の表示手段が表示動作を
停止する場合には、第１の表示手段のソース線からの表示データ信号が第２の表示手段に
おけるソース信号線に供給されないようにした構成である。
【００２９】
　これにより、第１の表示手段が表示動作を行い、第２の表示手段が表示動作を停止する
場合には、第２の表示手段を第１の表示手段から切り離すことができる。したがって、第
２の表示手段が接続されることによって生じる電気的負荷が軽減され、消費電力を低減す
ることができる。
【００３０】
　また、表示データ信号は、相対的に表示頻度が高い第１の表示手段のソース信号線を介
して相対的に表示頻度が低い第２の表示手段のソース信号線に供給される。したがって、
表示装置の使用状態において、第１の表示手段のソース信号線に対して第２の表示手段の
ソース信号線が接続されている時間が短くなり、消費電力の低減を促進することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　〔参考の形態１〕
　本発明に係る参考の一形態を図面に基づいて以下に説明する。
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図１には本参考の形態の液晶表示装置（表示装置）１の回路図を示す。液晶表示装置１は
図１に示すように、第１液晶パネル（第１の表示手段）１０と第２液晶パネル（第２の表
示手段）２０とを備えたツインパネル構成である。
【００３２】
　第１液晶パネル１０は、ＴＦＴ（薄膜トランジスタ:Thin Film Transistor）２５が設
けられたＴＦＴ基板１１と、このＴＦＴ基板１１に対向する対向基板１２と、ＴＦＴ基板
１１と対向基板１２との間に挟まれる表示媒体としての液晶層とを含んでいる。この液晶
層は液晶キャパシタ２６を構成する。
【００３３】
　ＴＦＴ基板１１上には、複数のゲートバスライン（ゲート信号線）１４と複数のソース
バスライン（ソース信号線）１６とが設けられている。このゲートバスライン１４とソー
スバスライン１６との交差部の近傍にＴＦＴ（第１のスイッチング手段）２５が配置され
ている。ＴＦＴ２５は、ゲートがゲートバスライン１４に接続され、ソースがソースバス
ライン１６に接続されるとともに、ドレインが画素電極に接続されている。そして、対向
基板１２に設けられた対向電極（ＣＯＭ）２７と前記画素電極との間において画素を構成
する液晶キャパシタ２６に電圧を印加する。これを各ＴＦＴ２５において行うことによっ
て画像が表示される。
【００３４】
　第２液晶パネル２０は、ＴＦＴ２５が設けられたＴＦＴ基板２１と、このＴＦＴ基板２
１に対向する対向基板２２と、ＴＦＴ基板２１と対向基板２２との間に挟まれる表示媒体
としての液晶層とを含んでいる。この液晶層は液晶キャパシタ２６を構成する。
【００３５】
　ＴＦＴ基板２１上には、複数のゲートバスライン２４と複数のソースバスライン１６と
が設けられている。このゲートバスライン１４とソースバスライン１６との交差部の近傍
にＴＦＴ２５が配置されている。ＴＦＴ２５は、ゲートがゲートバスライン２４に接続さ
れ、ソースがソースバスライン１６に接続されるとともに、ドレインが画素電極に接続さ
れている。そして、対向基板２２に設けられた対向電極（ＣＯＭ）２７と前記画素電極と
の間において画素を構成する液晶キャパシタ２６に電圧を印加する。これを各ＴＦＴ２５
において行うことによって画像が表示される。
【００３６】
　なお、図１において、ソースバスライン１６、ゲートバスライン１４，２４の番号に付
記している－Ｌ，－Ｍ，－Ｎなどの符号は各ラインでのライン番号を表し、Ｌ，Ｍ，Ｎは
各ラインの総数を表している。以下の説明において、特定の番号のラインを対象としない
場合には、－Ｌ，－Ｍ，－Ｎなどの符号は付記せずに記載する。
【００３７】
　本参考の形態の液晶表示装置１において、第１液晶パネル１０のソースバスライン１６
と第２液晶パネル２０のソースバスライン１６とは個々に対応している。したがって、ゲ
ートバスライン１４，２４のこれら対応するソースバスライン１６同士はスイッチ部１９
、および可撓性を有する接続部材である例えばＦＰＣ(Flexible Printed Circuits)３０
を介して互いに導通可能となっている。スイッチ部１９は第１液晶パネル１０に設けられ
ており、ＦＰＣ３０は第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２０との間に設けられている
。なお、スイッチ部１９の配置位置は第１液晶パネル１０に限定されず、第２液晶パネル
２０あるいは第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２０との間であってもよい。
【００３８】
　スイッチ部１９は、スイッチングＴＦＴ（第２のスイッチング手段）１７とスイッチン
グ制御信号線１８とを有する。スイッチングＴＦＴ１７は、第１液晶パネル１０のソース
バスライン１６と第２液晶パネル２０のソースバスライン１６との接続をオン／オフする
ように、ソースバスライン１６ごとに設けられている。スイッチング制御信号線１８は、
ゲートバスライン１４の方向に形成され、スイッチングＴＦＴ１７をオン／オフするため
のスイッチング制御信号を各スイッチングＴＦＴ１７のゲートに与える。スイッチング制
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御信号はソースドライバ（ソース信号線駆動回路）１５からスイッチング制御信号線１８
に供給される。
【００３９】
　第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２０とにおいて、ゲートバスライン１４、２４を
駆動するゲートドライバは、それぞれ専用のゲートドライバ１３，２３が備えられ、ソー
スバスライン１６を駆動するソースドライバは、第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２
０とで共用のソースドライバ１５が備えられている。ゲートドライバ１３，２３からゲー
トバスライン１４，２８にはゲート信号（ゲート選択信号）が出力され、ソースドライバ
１５からソースバスライン１６には表示データ信号が出力される。ソースドライバ１５は
第１液晶パネル１０側に設けられており、第２液晶パネル２０への表示データ信号は第１
液晶パネル１０を介して供給される。
【００４０】
　ここで、液晶表示装置１が一つの装置に備えられる場合、第１液晶パネル１０は第２液
晶パネル２０よりも表示頻度が高い（使用時間が長い）表示パネルとして使用される。例
えば、第１液晶パネル１０は、適用された装置において、時刻、その装置の現在の状態、
あるいは何らかの概要情報を示す表示装置として使用され、第２液晶パネル２０は、例え
ば操作者の操作に基づいて表示動作を開始する、第１液晶パネル１０での表示情報よりも
詳細な情報（何らかの詳細情報）を表示する表示装置として使用される。
【００４１】
　具体的には、例えば図２（ａ）（ｂ）に示すように、本体部（第１の筐体部）４１に対
してカバー部（第２の筐体部）４２を開閉可能な折畳式の携帯電話機４０において、第１
液晶パネル１０はカバー部４２の外面（折り畳まれた状態における外面）に設けられ、第
２液晶パネル２０はカバー部４２の内面（折り畳まれた状態における内面）に設けられる
。この状態におけるカバー部４２の要部の縦断面図を図３に示す。同図に示すように、第
１液晶パネル１０と第２液晶パネル２０とは、カバー部４２内部において背中合わせに対
向した状態に設けられている。
【００４２】
　上記のように、液晶表示装置１では、表示頻度の高い方の第１液晶パネル１０側にソー
スドライバ１５を設け、２個の表示パネル（第１および第２液晶パネル１０，２０）を１
個の駆動回路（ソースドライバ１５）によって駆動し、かつスイッチ部１９によって２個
の表示パネル（第１および第２液晶パネル１０，２０）を切り離せるようにしている。
【００４３】
　上記の携帯電話機４０において、電話による通話時、電子メールの送信操作時および受
信メールについての内容確認時等の使用時にはカバー部４２を開いた状態とする。この場
合には、第１液晶パネル１０の表示動作がオフとなり、第２液晶パネル２０の表示動作が
オンとなる。一方、カバー部４２を閉じた待ち受け状態（電源オン状態）においては、第
１液晶パネル１０の表示動作がオンとなり、第２液晶パネル２０の表示動作がオフとなる
。携帯電話機４０においては、通常、例えば一日の内でカバー部４２を開いている状態よ
りもカバー部４２を閉じている状態の方が多いので、第１液晶パネル１０は第２液晶パネ
ル２０よりも表示頻度が高くなる。
【００４４】
　上記の液晶表示装置１において、カバー部４２を閉じた状態では第１液晶パネル１０の
みの表示動作がオン状態となり、第２液晶パネル２０は表示動作がオフ状態となる。この
場合、ソースドライバ１５からのスイッチング制御信号によってスイッチ部１９の全ての
スイッチングＴＦＴ１７がオフとなって、ソースドライバ１５からの表示データ信号は第
２液晶パネル２０のソースバスライン１６へは供給されない。また、ゲートドライバ１３
は動作を行う一方、ゲートドライバ２３は動作を停止する。
【００４５】
　なお、ソースドライバ１５からのスイッチング制御信号の出力は例えば次のようにして
行われる。例えば、カバー部４２を閉じた状態が携帯電話機４０に設けられた開閉検出手
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段としての例えば開閉検出スイッチ（図示せず）にて検出され、その検出信号が制御手段
（図示せず）に入力され、この制御手段からの指令に基づいて、ソースドライバ１５から
スイッチング制御信号が出力される。
【００４６】
　一方、カバー部４２を開いた状態では第２液晶パネル２０のみの表示動作がオン状態と
なり、第１液晶パネル１０は表示動作がオフ状態となる。この場合、ソースドライバ１５
からのスイッチング制御信号によってスイッチ部１９の全てのスイッチングＴＦＴ１７が
オンとなって、ソースドライバ１５からの表示データ信号は第２液晶パネル２０のソース
バスライン１６へ供給される。また、ゲートドライバ１３は動作を停止する一方、ゲート
ドライバ２３は動作を行う。
【００４７】
　次に、上記の第１および第２液晶パネル１０，２０の表示動作についてさらに詳細に説
明する。
【００４８】
　第１液晶パネル１０を表示させる場合、図４に示すように、ソースバスライン１６には
ソースドライバ１５から表示データ信号が印加され、ゲートバスライン１４にはゲートド
ライバ１３からＴＦＴ２５をオン／オフするためのゲート信号が印加される。このとき、
ゲートバスライン１４の電圧がＨｉｇｈになると、そのゲートバスライン１４に接続され
ているＴＦＴ２５がオンとなり、ソースバスライン１６に印加されている表示データ信号
が画素（液晶キャパシタ２６）に書き込まれる。
【００４９】
　第１液晶パネル１０の表示駆動においては、ソースバスライン１６－１～１６－Ｌに表
示データ信号を印加し、ゲートバスライン１４－１～１４－Ｍを線順次駆動することによ
り、１画面の表示（書き込み）を繰り返し行う。
【００５０】
　このとき、第２液晶パネル２０は表示を行わないので、ソースドライバ１５からスイッ
チング制御信号線１８にＬｏｗ電圧（スイッチング制御信号）を印加して、スイッチ部１
９の全てのスイッチングＴＦＴ１７をオフとし、第２液晶パネル２０のソースバスライン
１６（１６－１～１６－Ｌ）を第１液晶パネル１０のソースバスライン１６（１６－１～
１６－Ｌ）から電気的に切り離す。また、このとき、第２液晶パネル２０のゲートバスラ
イン２４の駆動も行わない。
【００５１】
　上記の動作では、相対的に表示頻度の高い第１液晶パネル１０ネルを表示させる場合に
、第２液晶パネル２０の負荷を電気的に切り離す。したがって、液晶表示装置１では、消
費電力の低減を実現できる。
【００５２】
　一方、第２液晶パネル２０を表示させる場合、図５に示すように、ソースバスライン１
６にはソースドライバ１５から表示データ信号が印加され、ゲートバスライン２４にはゲ
ートドライバ２３からＴＦＴ２５をオン／オフするためのゲート信号が印加される。この
とき、ゲートバスライン２４の電圧がＨｉｇｈになると、そのゲートバスライン２４に接
続されているＴＦＴ２５がオンとなり、ソースバスライン１６に印加されている表示デー
タ信号が画素（液晶キャパシタ２６）に書き込まれる。
【００５３】
　第２液晶パネル２０の表示駆動においては、ソースバスライン１６－１～１６－Ｌに表
示データ信号を印加し、ゲートバスライン２４－１～２４－Ｎを線順次駆動することによ
り、１画面の表示（書き込み）を繰り返し行う。
【００５４】
　このとき、第１液晶パネル１０は表示を行わないものの、第２液晶パネル２０に表示デ
ータ信号を印加するため、ソースドライバ１５からスイッチング制御信号線１８にＨｉｇ
ｈ電圧（スイッチング制御信号）を印加して、スイッチ部１９のスイッチングＴＦＴ１７
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を全てオンにしておく。ただし、ゲートバスライン１４－１～１４－Ｍの駆動は行わない
。
【００５５】
　上記の動作では、第２液晶パネル２０を表示させる場合に、第１液晶パネル１０の負荷
を電気的に切り離すことができず、余分な電力を必要とする。しかしながら、第２液晶パ
ネル２０は表示頻度の低い表示パネルであり、この状態が生じる頻度は低い。一方、表示
頻度が高い第１液晶パネル１０を表示させる場合には、第２液晶パネル２０を電気的に切
り離すので、液晶表示装置１全体としては消費電力の低減を実現できる。
【００５６】
　なお、上記の電気的負荷は、主にゲートバスライン１４とクロスする箇所での絶縁部の
容量、およびＴＦＴ２５部分での寄生容量などに起因するものである。
【００５７】
　また、携帯電話機４０における第１液晶パネル１０と第２液晶パネル２０の配置形態は
上記のものに限定されない。例えば、携帯電話機４０を第１の筐体部に対して第２の筐体
部を開閉可能な装置と見た場合、第１液晶パネル１０は、第１の筐体部に対して第２の筐
体部を閉じた状態における第１または第２の筐体部の外面側に表示面を配して設けられ、
第２液晶パネル２０は、第１の筐体部に対して第２の筐体部を閉じた状態における第１ま
たは第２の筐体部の内面側に表示面を配して設けられていればよい。この点は、後述のサ
ブパネル１００とメインパネル２００との関係においても同様である。
【００５８】
　〔実施の形態１〕
　本発明の実施の形態を図面に基づいて以下に説明する。
本実施の形態の液晶表示装置（表示装置）２は図６に示す構成を有している。すなわち、
液晶表示装置２は、サブパネル（第１の表示手段）１００とメインパネル（第２の表示手
段）２００とを備えたツインパネル構成である。サブパネル１００およびメインパネル２
００はアクティブマトリクスパネルである。これらサブパネル１００とメインパネル２０
０とにおいて、ゲートバスラインを駆動するゲートドライバは、それぞれ専用のゲートド
ライバ１１３、１２３が備えられ、ソースバスラインを駆動するソースドライバは、サブ
パネル１００とメインパネル２００とで共用の１個のソースドライバ１１５が備えられて
いる。
【００５９】
　ソースドライバ１１５から出力される表示データ信号は、サブパネル１００のソースバ
スラインを介してメインパネル２００のソースバスラインに供給される。なお、サブパネ
ル１００のソースバスラインとメインパネル２００のソースバスラインとの接続は、両パ
ネル間に設けられた、柔軟な構造を有する接続部材、例えばＦＰＣ３０を介して行われて
いる。
【００６０】
　ここで、メインパネル２００は、サブパネル１００よりも画素数が多く、サブパネル１
００よりも高い解像度を有する。したがって、メインパネル２００のソースバスラインは
サブパネル１００のソースバスラインよりも多くなっている。このために、液晶表示装置
２では、サブパネル１００の１本のソースバスラインをメインパネル２００の複数本のソ
ースバスラインに対応させている。即ち、液晶表示装置２では、サブパネル１００におけ
る１本のソースバスラインの表示データ信号を時分割駆動部１１９によってメインパネル
２００における複数本（例えば、図６においては３本）のソースバスラインに与えている
。具体的には、複数個の切り替えスイッチからなる時分割駆動部１１９の各切り替えスイ
ッチによって、サブパネル１００における１本のソースバスラインの表示データ信号がメ
インパネル２００の対応する複数本のソースバスラインに対して時分割により切り替えて
与えられる。
【００６１】
　このように、画素数が少ないサブパネル１００側に設けられたソースドライバ１１５に
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よって、サブパネル１００は通常の駆動（非時分割駆動）を行い、画素数が多いメインパ
ネル２００は時分割駆動を行うことにより、メインパネル２００ではサブパネル１００よ
りも高解像度での表示が可能となる。
【００６２】
　図７には、図６に示した液晶表示装置１１の回路図を示す。
液晶表示装置２において、サブパネル１００は、前記第１液晶パネル１０と同様、ＴＦＴ
２５が設けられたＴＦＴ基板１１、対向基板１２および液晶層からなる液晶キャパシタ２
６を有する。ＴＦＴ基板１１上には、複数のゲートバスライン１４、複数のソースバスラ
イン１６および上記ＴＦＴ２５が配置されている。ＴＦＴ２５は、対向基板１２に設けら
れた対向電極（ＣＯＭ）２７と前記画素電極との間において画素を構成する液晶キャパシ
タ２６に電圧を印加する。
【００６３】
　メインパネル２００は、前記第２液晶パネル２０と同様、ＴＦＴ２５が設けられたＴＦ
Ｔ基板２１、対向基板２２および液晶層からなる液晶キャパシタ２６を有する。ＴＦＴ基
板２１上には、複数のゲートバスライン２４、複数のソースバスライン２８および上記Ｔ
ＦＴ２５が配置されている。ＴＦＴ２５は、対向基板２２に設けられた対向電極（ＣＯＭ
）２７と前記画素電極との間において画素を構成する液晶キャパシタ２６に電圧を印加す
る。
【００６４】
　本実施の形態の液晶表示装置２において、時分割駆動部１１９は、メインパネル２００
に設けられている。この時分割駆動部１１９は、メインパネル２００のソースバスライン
２８ごとに設けられたスイッチングＴＦＴ１７を備えている。これらスイッチングＴＦＴ
１７は、ソースバスライン２８におけるサブパネル１００側の端部に設けられている。
【００６５】
　液晶表示装置２では、サブパネル１００の１本のソースバスライン１６から供給される
表示データ信号をメインパネル２００の例えば３本のソースバスライン２８に時分割で与
える構成であることから、隣り合う３個のスイッチングＴＦＴ１７が１組となっている。
そして、それら３個１組のスイッチングＴＦＴ１７に対応する３本のソースバスライン２
８に対して１本のソースバスライン１６がスイッチングＴＦＴ１７を介して導通可能とな
っている。
【００６６】
　また、時分割駆動部１１９は、各組の第１、第２、第３のスイッチングＴＦＴ１７に対
応して第１、第２、第３のスイッチング制御信号線１８ａ，１８ｂ，１８ｃを有している
。このうち、第１スイッチング制御信号線１８ａは、各組の第１のスイッチングＴＦＴ１
７のゲートと接続され、第２スイッチング制御信号線１８ｂは各組の第２のスイッチング
ＴＦＴ１７のゲートと接続され、第３スイッチング制御信号線１８ｃは各組の第３のスイ
ッチングＴＦＴ１７のゲートと接続されている。第１、第２、第３のスイッチング制御信
号線１８ａ，１８ｂ，１８ｃには、各組のスイッチングＴＦＴ１７を時分割駆動するため
の、即ち各組の３本のソースバスライン２８をそれらに対応する１本のソースバスライン
１６と時分割にて接続するためのスイッチング制御信号が供給される。
【００６７】
　さらに、時分割駆動部１１９は、サブパネル１００（サブパネル１００のソースバスラ
イン１６）とメインパネル２００（メインパネル２００のソースバスライン２８）とを切
り離す機能も備えている。
【００６８】
　なお、時分割駆動部１１９の配置位置は、例えば配線の効率を考えた場合、メインパネ
ル２００とするのが好ましいものの、サブパネル１００あるいはサブパネル１００とメイ
ンパネル２００との間であってもよい。
【００６９】
　ここで、サブパネル１００は、例えば、適用された装置において、時刻、その装置の現
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在の状態、あるいは何らかの概要情報を示す表示装置として使用され、メインパネル２０
０は、例えば、操作者の操作に基づいて表示動作を開始する、サブパネル１００での表示
情報よりも詳細な情報（何らかの詳細情報）を表示する表示装置として使用される。
【００７０】
　具体的には、例えば図２（ａ）（ｂ）に示すように、本体部４１に対してカバー部４２
を開閉可能な折畳式の携帯電話機４０において、サブパネル１００はカバー部４２の外面
（折り畳まれた状態における外面）に設けられ、メインパネル２００はカバー部４２の内
面（折り畳まれた状態における内面）に設けられる。この状態におけるカバー部４２の要
部の縦断面図は図３に示したとおりである。同図に示すように、サブパネル１００とメイ
ンパネル２００とは、カバー部４２内部において背中合わせに対向した状態に設けられて
いる。
【００７１】
　上記のように、液晶表示装置２では、解像度の低いサブパネル１００側にソースドライ
バ１１５を設け、２個の表示パネル（サブパネル１００およびメインパネル２００）を１
個の駆動回路（ソースドライバ１１５）によって駆動し、時分割駆動部１１９によって、
メインパネル２００を時分割駆動し、かつ２個の表示パネル（サブパネル１００およびメ
インパネル２００）を切り離せるようにしている。
【００７２】
　上記の携帯電話機４０において、電話による通話時、電子メールの送信操作時および受
信メールについての内容確認時等の使用時にはカバー部４２を開いた状態とする。この場
合には、サブパネル１００の表示動作がオフとなり、メインパネル２００の表示動作がオ
ンとなる。一方、カバー部４２を閉じた待ち受け状態あるいは非使用状態においては、サ
ブパネル１００の表示動作がオンとなり、メインパネル２００の表示動作がオフとなる。
携帯電話機４０においては、通常、例えば一日の内でカバー部４２を開いている状態より
もカバー部４２を閉じている状態の方が多いので、サブパネル１００はメインパネル２０
０よりも表示頻度が高くなる。
【００７３】
　上記の液晶表示装置２において、カバー部４２を閉じた状態ではサブパネル１００のみ
の表示動作がオン状態となり、メインパネル２００は表示動作がオフ状態となる。この場
合、ソースドライバ１１５からのスイッチング制御信号によって時分割駆動部１１９の全
てのスイッチングＴＦＴ１７がオフとなって、ソースドライバ１１５からの表示データ信
号はメインパネル２００のソースバスライン２８へは供給されない。また、ゲートドライ
バ１１３は動作を行う一方、ゲートドライバ１２３は動作を停止する。
【００７４】
　一方、カバー部４２を開いた状態ではメインパネル２００のみの表示動作がオン状態と
なり、サブパネル１００は表示動作がオフ状態となる。この場合、ソースドライバ１１５
からのスイッチング制御信号に従って動作する時分割駆動部１１９のスイッチングＴＦＴ
１７により、ソースドライバ１１５からの表示データ信号はメインパネル２００のソース
バスライン２８へ供給される。また、ゲートドライバ１１３は動作を停止する一方、ゲー
トドライバ１２３は動作を行う。
【００７５】
　次に、上記のサブパネル１００およびメインパネル２００の表示動作についてさらに詳
細に説明する。
【００７６】
　サブパネル１００を表示させる場合、図８に示すように、ソースバスライン１６にはソ
ースドライバ１５から表示データ信号が印加され、ゲートバスライン１４にはゲートドラ
イバ１１３からＴＦＴ２５をオン／オフするためのゲート信号が印加される。ここで、ゲ
ートバスライン１４の電圧がＨｉｇｈになると、そのゲートバスライン１４に接続されて
いるＴＦＴ２５がオンとなり、ソースバスライン１６に印加されている表示データ信号が
画素（液晶キャパシタ２６）に書き込まれる。
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【００７７】
　サブパネル１００の表示駆動においては、ソースバスライン１６－１～１６－Ｌに表示
データ信号を印加し、ゲートバスライン１４－１～１４－Ｍを線順次駆動することにより
、１画面の表示（書き込み）を繰り返し行う。
【００７８】
　このとき、メインパネル２００は表示を行わないので、ソースドライバ１１５から第１
、第２、第３のスイッチング制御信号線１８ａ，１８ｂ，１８ｃにＬｏｗ電圧を印加して
、時分割駆動部１１９の全てのスイッチングＴＦＴ１７をオフとし、メインパネル２００
のソースバスライン２８－１～２８－３Ｌを電気的に切り離す。また、このとき、メイン
パネル２００のゲートバスライン２４－１～２４－Ｎの駆動も行わない。
【００７９】
　上記の動作では、解像度の低いサブパネル１００を表示させる場合に、解像度の高いメ
インパネル２００の負荷を電気的に切り離す。したがって、液晶表示装置２では、消費電
力の低減を実現できる。
【００８０】
　一方、メインパネル２００を表示させる場合、図９に示すように、ソースバスライン１
６にはソースドライバ１１５から表示データ信号が印加され、ゲートバスライン２４には
ゲートドライバ１２３からＴＦＴ２５をオン／オフするためのゲート信号が印加される。
このとき、ゲートバスライン２４の電圧がＨｉｇｈになると、そのゲートバスライン２４
に接続されているＴＦＴ２５がオンとなり、ソースバスライン１６に印加されている表示
データ信号が画素（液晶キャパシタ２６）に書き込まれる。
【００８１】
　ここで、液晶表示装置２では、ソースドライバ１１５からの表示データ信号を解像度の
低いサブパネル１００のソースバスライン１６を介して解像度の高いメインパネル２００
のソースバスライン２８に伝えるため、解像度の高いメインパネル２００を時分割駆動さ
せている。
【００８２】
　メインパネル２００の表示駆動においては、ソースバスライン１６－１～１６－Ｌに表
示データ信号を印加し、ゲートバスライン２４－１～２４－Ｎを線順次駆動することによ
り、１画面の表示（書き込み）を繰り返し行う。
【００８３】
　このとき、第１液晶パネル１０は表示を行わないものの、メインパネル２００に表示デ
ータ信号を印加するため、時分割駆動部１１９のスイッチングＴＦＴ１７のオン／オフを
制御する。具体的には、第１、第２、第３のスイッチング制御信号線１８ａ，１８ｂ，１
８ｃからのスイッチング制御信号によって、それらに接続されたスイッチングＴＦＴ１７
のオン／オフを制御し、１組をなす３本のソースバスライン２８、例えばソースバスライ
ン２８－１，２８－２，２８－３に対して時分割で表示データ信号を与える。ただし、ゲ
ートバスライン１４－１～１４－Ｍの駆動は行わない。
【００８４】
　上記の動作では、解像度の高いメインパネル２００を表示する場合には、解像度の低い
サブパネル１００の負荷を電気的に切り離すことができず、余分な電力を必要とする。し
かしながら、解像度の高いメインパネル２００と解像度の低いサブパネル１００とを備え
たツインパネル構成では、折畳式の携帯電話機４０等において、通常、解像度の低いサブ
パネル１００は相対的に表示頻度が高い用途に使用され、解像度の高いメインパネル２０
０は表示頻度が低い用途に使用される。したがって、液晶表示装置２では、その使用状態
において、メインパネル２００が表示を行う上記の状態を生じる頻度が低くなり、液晶表
示装置２全体としては消費電力の低減を実現できる。
【００８５】
　なお、上記の電気的負荷は、主にゲートバスライン１４とクロスする箇所での絶縁部の
容量、およびＴＦＴ２５部分での寄生容量などに起因するものである。
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【００８６】
　以上の実施の形態において、容量性の負荷と接続されるスイッチングＴＦＴ１７として
は、図１０に示すような構成としてもよい。同図に示すスイッチングＴＦＴ１７は、Ｎチ
ャンネルのＭＯＳＦＥＴ３０１とＰチャンネルＭＯＳＦＥＴ３０２とインバータ３０３と
からなる。このようなＣＭＯＳの構成では、片チャンネルの構成よりも、正確なスイッチ
ング動作が可能である点は勿論、能力の点でも電圧レベルの制御を安定に行い得るという
点でも好ましい。なお、スイッチング動作としては、片チャンネルのスイッチング素子か
らなる構成でも問題はない。
【００８７】
　なお、液晶表示装置２において、サブパネル１００とメインパネル２００との解像度の
組み合わせは、メインパネル２００の時分割駆動を何分割の駆動にするかによって自由に
決定することができる。本実施の形態においては、メインパネル２００について３分割の
時分割駆動を行っているので、メインパネル２００はサブパネル１００の解像度の３倍ま
での解像度にて表示が可能である。
【００８８】
　また、液晶表示装置２では、時分割駆動部１１９のスイッチングＴＦＴ１７が時分割駆
動用のスイッチ、およびサブパネル１００とメインパネル２００との切り離し用のスイッ
チを兼用しているので、それぞれ専用のスイッチを設ける場合と比較して、部品点数が少
なく構成が簡単、かつ低コストとなっている。
【００８９】
　また、携帯電話機４０において、ソースドライバ１５が設けられている側の第１液晶パ
ネル１０（サブパネル１００）、言い換えるとカバー部４２の外面に設けられている第１
液晶パネル１０（サブパネル１００）は、カバー部４２を開いたときに表示動作がオフと
なる構成に限らず、カバー部４２の開閉にかかわらず表示動作が常時オンである構成とし
てもよい。
【００９０】
　以上の実施の形態では、スイッチングＴＦＴ１７は、ソースドライバ１５またはソース
ドライバ１１５からの信号により駆動するものとしているが、他の駆動回路によって駆動
する構成としてもよい。
【００９１】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得
られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００９２】
　本発明の表示装置は、複数の表示部を有し、専らＡＣ電源を使用する据え置き型、固定
型の装置にも利用可能であるのものの、携帯電話機やＰＤＡ（Personal Digital Assista
nts）等、複数の表示部を有し、電池駆動を行うために低消費電力化が要求される携帯装
置に特に好適である。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】本発明に係る参考の一形態における表示装置の構成を示す回路図である。
【図２】図２（ａ）は、図１に示した表示装置を備えている携帯電話機のカバー部を閉じ
た折畳状態を示す斜視図、図２（ｂ）は同携帯電話機のカバー部を開いた状態を示す斜視
図である。
【図３】図２に示した携帯電話機におけるカバー部の要部を示す縦断面図である。
【図４】図１に示した表示装置における第１液晶パネルを表示させる場合の動作を示すタ
イミングチャートである。
【図５】図１に示した表示装置における第２液晶パネルを表示させる場合の動作を示すタ
イミングチャートである。
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【図６】本発明の実施の形態における表示装置の概略構成を示す正面図である。
【図７】図６に示した表示装置の構成を示す回路図である。
【図８】図７に示した表示装置におけるサブパネルを表示させる場合の動作を示すタイミ
ングチャートである。
【図９】図７に示した表示装置におけるメインパネルを表示させる場合の動作を示すタイ
ミングチャートである。
【図１０】図７に示したスイッチングＴＦＴの他の例を示す回路図である。
【図１１】従来のツインパネル構成の表示装置を示す回路図である。
【符号の説明】
【００９４】
　　１，２　　液晶表示装置（表示装置）
　　１０　　第１液晶パネル（第１の表示手段）
　　１１，２１　　ＴＦＴ基板
　　１４　　ゲートバスライン（ゲート信号線）
　　１５　　ソースドライバ（ソース信号線駆動回路）
　　１６　　ソースバスライン（ソース信号線）
　　１７　　スイッチングＴＦＴ（第２のスイッチング手段）
　　１８　　スイッチング制御信号線
　　１８ａ　第１のスイッチング制御信号線
　　１８ｂ　第２のスイッチング制御信号線
　　１８ｃ　第３のスイッチング制御信号線
　　２０　　第２液晶パネル（第２の表示手段）
　　２５　　ＴＦＴ（第１のスイッチング手段）
　　２６　　液晶キャパシタ
　　２７　　対向電極
　　２８　　ソースバスライン（ソース信号線）
　　３０　　ＦＰＣ
　　４０　　携帯電話機
　　４１　　本体部（第１の筐体部）
　　４２　　カバー部（第２の筐体部）
　１００　　サブパネル（第１の表示手段）
　１１５　　ソースドライバ（ソース信号線駆動回路）
　１１９　　時分割駆動部（時分割駆動手段）
　２００　　メインパネル（第２の表示手段）
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